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小学校 学校教育の部（⑨）

子どもが輝き、子どもを支える教師が輝ける職場を目指した取組について

生駒市立壱分小学校 教諭 中田 博久

１ 実践内容

採用から今日に至るまで、教育現場を取り巻く環境は大きく変化してきた。近

年では、若手教員の増加、長時間勤務の常態化、ＩＣＴを用いた教育環境の変化

等の問題がある。昨年度から教務主任という立場で、こうした問題に向き合う中

で、この先も子どもたちが輝き、その輝く子どもたちを支える教員が輝く職場づ

くりを目指し、下記の取組を行った。

（１）学校運営における組織づくり

校務分掌において、各人の仕事量を平準化し、やりがいを持って取り組み、そ

れぞれが達成感を感じられるように「一人一役制」を推進した。経験者をサポー

ト役として配置し、各部長が管理、サポートする統括的な部の運営を進めた。こ

れにより、若手教員にも、与えられた仕事に責任を持って取り組み、活躍する場

を与えることができた。

また、様々な問題に対応するために支援委員会（特別支援）・特別委員会（生徒

指導）を設置、開催した。日々起こる問題に対し、個人の判断で対応するのでは

なく、様々な立場からの意見を総合して学校全体として問題に取り組むことがで

きた。終了後には、終礼や会議録で情報を全職員で共有できるようにした。

（２）学校における働き方改革

職員に、働き方改革の進め方についてのアン

ケートを行い、改善委員会を立ち上げた。そこ

で出た意見を踏まえ、校時表の変更、学校行事

の精選、配布プリントのデータ化、会議回数の

削減、時間を意識した職員会議の運営、各部会

のもち方の工夫、グループウェアの利用による

職員朝礼の廃止等を推進し、個人の研鑽を積む

ための時間を確保した。また、校務支援システ

ムの校内での導入がスムーズに進むように、数

回にわたり研修の機会を設けた。さらに、月に

数回、定時退勤を目標にかかげ、声かけをする

など、啓発を行った。職員の労働時間に対する意識の変化がみられるようになり、

それが超過勤務時間の減少に表れてきた。

職員から出た改革案（アンケート結果より）
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（３）ＧＩＧＡスクール構想に向けた取組

校内での取組を進めるために、エバンジェリスト研修に参加していた矢先に、

コロナ対応が必要になった。子どもたちの学びを止めないために、市教育委員会

の方針の下、オンライン学習（オンライン朝の会、Gsuite、授業動画の作成、eラ

イブラリ、ブリタニカ・スクールエディション）の準備を進めた。初めて行うオ

ンライン朝の会開催にあたり、職員研修を行い学び合う機会を設定した。授業動

画の作成では、教員の経験・得意を生かしたグループを編成、動画完成までの工

程を管理し、授業動画づくりを推進した。

また、感染予防のため職員会議を複数教室に分散し、各教室をGsuite(Meet)機

能でつなぎ、リモート会議を行った。さらに、学校運営にかかわる内容について、

主任などを含めた少人数で話し合う運営委員

会を、Meetを利用して行うことにより、すべ

ての職員が委員会での内容をオンラインで確

認し、情報を共有するとともに、必要に応じ

て質問をすることができるようにした。

２ 成果及び課題

取組の成果として、若手教員の成長とチー

ム壱小としての組織力の向上が挙げられる。若手教員が各学級での指導や校務分

掌において組織の一員でありながら、それぞれの強みを生かし活躍する場が多く

見られた。また、学校全体が教育目標の実現に向けて、指導に当たることができ

るようになった。超過勤務時間が、昨年度と比べ３割から５割程度削減できたこ

とも成果として挙げられる。課題として、時代の潮流に合わせた対応の難しさが

挙げられる。新しい時代を生きる子どもたちが輝くことができる教育環境の整備

と、それを支える職員が輝けるような取組を、今後も積極的に進めていきたい。

３ その他参考となる事項

生駒市立壱分小学校ホームページ

https://www.city.ikoma.lg.jp/category/18-11-0-0-0.html
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小学校 生徒指導の部（②）

安心で安全な学校を目指して

川上村立川上小学校 教諭 橘 孝泰

１ 実践内容

（１）はじめに

川上小学校は吉野郡の東に位置し、吉野川や吉野山地といった豊かな自然に恵

まれた山間の準へき地校である。全校児童数は約２０名、村のＩターン誘致政策

で村外や県外から移住し登校している児童が半数以上をしめる。様々な考え方や、

家庭環境、生活スタイルが存在し、児童の登校や学習に影響している面を感じる

こともある。その中でも特に、私が力を注いだ事例を以下に紹介する。

（２）緊急を要する事案への対応体制について

昨今、教育現場ではいろいろな事態を想定し、備えておくことが重要だと感じ

る。いじめ問題やネグレクト、DV等、学校内の問題もあれば、家庭における問題

もあり、児童を守るためには幅広くアンテナを張り巡らせておくことが必要であ

る。

川上小学校の場合は、児童数が少ない故に職員数も少ない。そんな中、緊急に

対応すべき事案が生じた場合に、担任と共に慎重且つ適切な判断ができる校内組

織を整え、さらに外部関係機関との連携も視野に入れておく必要があると感じた。

万が一、児童の安心安全について、落ち着いて生活できる環境にない場合など

は、校内組織でのケース会議を開き、「児童の命の安全を第一に考える」という共

通理解のもと、村教育委員会・村役場・高田こども家庭相談センター・吉野警察

署等を交えたケース会議をもつこととした。

（３）組織の形成

児童の一番側にいる学校が中心となり、情

報を発信する。そして、それを受け必要に応

じて各関係機関が連携し合って対応できる組

織になる必要がある。

そのため、川上村要保護児童対策地域協議

会という名の下、情報を共有し、緊急時の対

応に備え、児童を見守る体制を確認し合い、

「児童の命を守る」ための組織を立ち上げる

ことができた。その結果、いずれかの関係機

関が得た情報は速やかに学校へ伝わり、全教

職員が共通理解をし、学校での児童の指導に

活かすことができるようになった。
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２ 成果及び課題

外部の関係機関（村教育委員会・役場・警察・こども家庭相談センター）とも

密に情報を交流することは「児童の命を守る必要がある」場合には、迅速に協力

を得ることができるチームとして備えることにつながる。いろいろな場合を想定

し、対応を考え備えておくことで、いざというときに「児童の命を守る」という

行動を速やかにとることができる。学校・児童・保護者という関係だけではなく、

外部の機関とも連携し備えておくことが、「安心で安全な学校」をつくっていく上

で重要であるということを強く実感することができた。

今後とも引き続き、全職員がきめ細かに児童を見守り、家庭との密な連携を取

りながら、情報を共有していくことが、子どもたちにとって「安心で安全な学校」

につながっていくと思う。
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小学校 学習指導の部（①）

児童の英語コミュニケーション能力を効果的に育成する指導の枠組みの開発とその運用

葛城市立新庄小学校 教諭 角谷 尚希

１ 実践内容

小学校英語教育において、児童に関わっては、「英語嫌い」「高学年での意欲低下傾向」

「個人差」「外国語不安」等が課題として挙げられ、指導者に関わっては、「英語力」「指

導法」「カリキュラム作成」「学習評価」「意識の温度差」「多忙感」「外国語不安」「時数増」

ということが課題として挙げられる。そこで、従来の一斉指導を中心とした授業の在り方

を見直し、児童が学習の主体となるブレンディッド・ラーニングを取り入れた学習形態に

よって、指導者の不安や負担を軽減しつつ、児童のコミュニケーション能力の向上を目指

した。本報告におけるブレンディッド・ラーニン

グは、「従来の一斉授業での学習」「e-learning（非

同期型・オフライン）での個別学習」「ペアやグ

ループ学習」「対面指導による個別評価」を組み

合わせた学習形態であり、自身が開発した（右図）。

なお、個別学習で扱う動画教材については、単元

ごとに自身が２５本程度作成した。

この枠組みにより、児童はタブレットを用いたe-learningで自分に必要な情報にいつで

も何度でもアクセスできるようになり、ペアやグループで試行錯誤を繰り返すことで自信

を高め、担任から何度もパフォーマンスのフィードバックを受けることができる。一方、

指導者もこれまで手が届かなかった個別対応や個別の支援・指導が可能となり、さらに全

ての児童にフィードバックを何度も与え、評価することが可能になる。この個別学習は「個

別最適化・主体的な学び」、ペア・グループ学習は「対話的な学び」、個別学習とペア・グ

ループ学習の往来や個別評価を受けて自身のパフォーマンスを改善していく過程は「深い

学び」の実現を意図して設計している。その効果検証のために行った実践研究から、児童

全員のパフォーマンスを評価することができ、児童の「英語を学ぶ意欲の向上」「パフォ

ーマンステストの準備が整うまでの時間の短縮」「コミュニケーションの方略的能力・社

会言語学的能力に相当すると思われる能力の向上」「コミュニケーションへの不安の軽減、

自信と意欲の向上」が示唆された。また、この実践は他の教員でも実践可能で、さらに指

導者の「不安と負担の軽減」「指導意欲の向上」が期待されることがわかった。

ブレンディッド・ラーニングを取り入れた学習形態により、上述の成果が表れたが、参

観してきたほとんどの指導者には、児童の英語について与えるフィードバックが少なく、

受け身的に観察する傾向が見られた。よって『やり取り深掘りガイドライン』を作成し、

このガイドラインを意識して指導することで、児童との英語でのやり取りの出現回数と往

復回数の増加させることができた。さらに児童の英語の精度を高めていくには、児童の英

語の誤用を指摘して改善させていく必要があるため、『Corrective Feedbackガイドライン』

を作成し、児童の英語を訂正する指導方法について提示し、有効な誤用指導の在り方につ

いても実践研究を行った。
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２ 成果及び課題

本報告における成果は、児童の学ぶ意欲を高め、コミュニケーションへの不安を軽減し、

自信と意欲を向上させ、指導者が抱える指導不安や負担感を軽減しうる点である。また、

英語に関するトレーニングを特別に受けてきていない指導者にも実践可能で、児童のコミ

ュニケーション能力育成に貢献する『やり取り深掘りガイドライン』『Corrective Feedba

ckガイドライン』を開発した点である。

課題としては、指導する上で学級経営や児童理解などの力量が指導者に求められること、

ALTとの役割分担が十分に明確化されていないこと、パフォーマンステストが児童の学習

の終着点となっていることなどが挙げられる。

小学校英語教育において、児童の学びにとっても、指導者にとっても期待される効果が

高い学びの枠組みと、その教材を開発したことは成果であるが、様々な要素をブレンドし

た学習形態であるために、枠組みのどの要素が児童に効果的に作用したのか明確とはいえ

ない。今年度はコロナ禍にあり、本枠組みのペア・グループ学習が十分に行えないことに

なったため、前年度と今年度の児童の英語パフォーマンスを採点したものやアンケートを

比較することで、結果的に本枠組みのペア・グループ学習の効果が検証されることになっ

た。その結果、本年度の児童の「外国語コミュニケーションへの不安」が高いまま軽減さ

れず、英語を話しながら動作化したり、自分から積極的に英語を使って相手に尋ねかけた

りすることの出現が少ない傾向が見られた。これにより、本枠組みにおけるペア・グルー

プ学習が、児童の外国語コミュニケーションへの不安を軽減させる重要な役割を果たして

いると考えられるため、今後、コロナ禍にあろうと、タブレット端末どうしで即時的なや

りとりをするなど、新しいペア・グループ学習の様式を考えていく必要があるというのが

目下の課題である。

本報告における教材や指導案は、希望者に全て提供しており、今後多くの児童や教員に

役立てられることを期待する。

３ その他参考となる事項

・『小学校外国語活動におけるブレンディッド・ラーニングを取り入れたコミュニケーシ

ョン意欲を高める取組の考察－コミュニケーション能力の「社会言語能力」「方略的

能力」を意識させる実践を通して』－奈良教育大学大学院研究紀要「学校教育実践研

究」第11号pp.21-33

・『小学校外国語科パフォーマンステスト時における「やりとり深掘りガイドライン」の

開発とその試用～児童との英語でのやり取りをより深める指導を可視化する取組～』

公益財団法人奈良教育公務員弘済会奈良支部「教育研究実践論文」奨励賞

・『外国語教科化の最前線！』小学館「教育技術小五小六」2019年12月号46頁～49頁

・『小学校教員の英語指導力向上を目的とした研修に関する事例研究－同僚、メンターと

の授業研究に焦点を当てて－』奈良教育大学「次世代教員養成センター紀要No.06」

pp.131-139

・『小学校外国語活動におけるブレンディッド・ラーニングの有効性－児童のコミュニケ

ーション意欲、指導者の指導不安・負担感に着目して－』奈良教育大学大学院研究紀

要「学校教育実践研究」第12号pp.11-20
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小学校 学校事務の部（⑧）

学校事務の統一化及び業務改善について

五條市立五條小学校 主任主査 生田 朝美

１ 実践内容

学校事務職員の職務規定が「事務をつかさどる」になり、昨年、奈良県の市町村立小中

学校事務職員の標準的職務内容が改正され、本年７月には、標準的職務の明確化にかかる

学校管理規則参考例も出された。今後益々、私たち学校事務職員には「学校組織における

唯一の総務・財務等に通ずる専門職として、校務運営への参画を一層拡大し、より主体的

・積極的に参画すること」が求められている。

私はこれまで、「学校の一員として必要な存在になる」ことを意識してきた。そして、

自分一人ではなく、管理職はじめ全教職員との連携はもちろんのこと、グループワーキン

グ等を活用しながら、学校の課題解決や学校事務の統一化及び業務改善に取り組んでいる。

その取組内容は、以下の通りである。

（１）学校内の事務全般の把握と統一化

① 情報管理について

本校に赴任した当初は同じ情報を各々保存していたり、以前の情報がすぐに閲覧できな

かったり、情報の共有に非効率な部分があった。五條市は情報機器等の環境が早い段階か

ら整っていて、概ね１人１台のパソコンがあり、共有サーバーも整備されているにもかか

わらず、情報管理が統一されていないことに疑問を感じた。そこで、管理職にこの環境の

有効な活用方法を相談したところ、情報担当教員と連携することで、校内共有サーバー内

の情報整理やフォルダの構成、管理方法の整備を進めることができた。校内の事務処理に

ついても、全学年が指定の場所にデータ保存することで、兄弟間の情報の共有や、前年度

の情報確認が速やかにできるようになった。これにより、全教職員の情報管理・共有の効

率が上がった。

② 業務方法の統一について

本校では、事務処理方法において担当学年や教員の年齢層での理解

度の違いが多く見受けられた。各担当者が、同じ内容を周囲の教員や

管理職へ相談・確認している姿を見て、校内で事務処理方法を統一し、

共通理解する必要性を感じた。

そこで、学年会計処理について、全学年が共通様式を使用し、指定

した場所に保存することで同じ処理ができたり、過去の情報を容易に確認したりできる方

法を考えた。共通様式については、グループワーキングで市内小学校の処理方法等を情報

収集し、本校に適した効率的な様式を管理職に相談しながら作成した。処理方法の徹底の

ためにマニュアルも作成し、校内企画委員会で提案したあと、活用実践する中で、処理す

る側・確認する側の不都合な点や意見を聞き、改善を重ね、効率化を図ることで、事務業

務の負担軽減につなげることができた。
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他にも、五條市教育委員会（以下、市教委）より作成された出席簿については、保存場

所を統一することで兄弟等の担任間の情報共有をしやすくするとともに、市教委で作成さ

れたマニュアルに本校の確認事項等を追記することで本校用の出席簿記入マニュアルを作

り、処理方法についても職員に周知徹底した。また担任からの希望を受けて、出席簿の情

報を成績一覧表等へ活用できるよう工夫を加えるなど、教務主任とともに事務業務負担の

軽減に取り組んだ。

教材費等の集金業務についても、口座振替の回数を増やしたり、業務の役割分担を見直

したりすることにより、教員の事務業務負担を軽減することができた。

（２）グループワーキングの充実

五條市内の学校事務職員は５年前に大幅な世代交代を迎え、

初めて学校事務に携わる人が占める割合が高くなったことを受

け、グループワーキングはOJTを中心に活動する必要が生じた。

奈良県版共同実施の実施要綱が出されたことを受け、五條市で

も平成３０年に五條市グループワーキング実施要綱が作成され

た。これにより、調整会議や代表者会議等が要綱に位置付けら

れ、円滑な活動促進の体制が整った。

五條市の小中学校は、規模の差があるため、複数の事務職員で業務を遂行することは、

業務量の平準化や事務処理方法の統一化につながった。またグループ代表者間での情報共

有を大切にし、各グループの課題解決方策等もともに検討している。また、毎年、全体会

を行い、市教委担当者より会計処理の説明を受けたり、一緒に業務処理をしたりするなど、

市教委との連携も密に行っている。さらに、隔年で奈良県教育委員会の訪問グループワー

キングと教育研究所の訪問研修を利用することで、活動の活性化も図っている。

今後、さらに学校適正化が進み、学校数の減少で事務職員も少人数にはなるが、学校の

活性化につながる効果的なグループワーキングを目指し、学校事務職員の資質向上を図る

とともに、各校の業務改善につなげていきたい。

２ 成果及び課題

私たち学校事務職員は、学校に一人しかいないという状況の中でも、学校全体の動きに

常にアンテナをはり、子どもたちの学びの支援のために環境整備に努めている。時には間

接的な働きかけしかできなかったり、事務職員の経験年数の差が業務の効率を左右したり

することもある。しかし、今後は、管理職はじめ全教職員と連携を密にし、「学校運営職

員」として必要とされる存在になれるよう取り組んでいかなければならないと考える。一

人でするのではなく、みんなを巻き込んで学校全体の業務改善につなげ、ひいては豊かな

教育を提供できる学校の構築に寄与していきたい。

そのためにもグループワーキングを一層、活性化させ、互いの個性を生かし、切磋琢磨

しながら、ともに学校運営に積極的に参画できる学校事務職員になれるようこれからも努

めていきたい。
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中学校 学校教育の部（⑨）

教務主任の経験を学校運営への積極的な関わりに繋げ、主幹教諭として

よりよい教育・職場環境の構築に向けた取組

大和高田市立片塩中学校 主幹教諭 端無 慎太郎

１ 実践内容

本校の教務主任としての経験をもとに、主幹教諭として校長の指導の下、教育

課程の編成や評価全般、日々の校務管理や年間計画の作成など、現場の様々な事

案や課題について他の教職員との対話や意見交換を積極的に行い、学校全体が効

率よく業務を遂行できるよう取り組んだ。

（１）個々の教職員の力を高め、「チーム学校」を実現するための取組

学校は教職員が自身の得意分野を理解した上で、自ら考え、主体的に教育活動

に取り組むことで、よりよい教育環境になっていく。それを実現するためには、

それぞれの教職員がもつ得意分野をどう活かしていくかを考慮した上での役割分

担と継続的な人材の育成を意識的に行う必要がある。

その一環として、経験年数の浅い教職員に向けての研修会を数年前より実施し

ている。ここ数年の若手教職員の増加により、多くの経験を蓄え本校の様々な事

態を乗り切ってきた教職員が少なくなってきている。そのため、現在に至るまで

本校が積み上げてきた教育的な資産の引き継ぎが不十分になりつつある。個々の

教職員の力を保ち、より高めるためにも、一定の経験を積んだベテランや中堅の

教職員から直接、仕事に対する考え方や思い、ノウハウなどを伝えていくことが

重要になるとの考えからこうした取組を継続的に

行っている。

また、生徒が学校生活で最も多くの時間を費や

す授業の改善も重要であることから、春と秋に「授

業研究週間」と銘打って、各教科における研究授

業や授業見学を実施している。

（２）教職員がいきいきと働くことのできる環境構築への取組

教職員がいかにやりがいを感じ、前向きになって働くことができるかが、結果

として生徒たちに対して向き合うための時間や精神的余裕をもつことにつながる

と考える。そのためにも「働き方改革」に着手する必要があり、働き方改革推進

委員会を立ち上げ、実際に行動に移しつつある。

具体的な例としては、部活動の運営方法について検討を始めている。中学校の

現場においては、部活動の問題は教職員の「働き方改革」にとっては無視できな

い事項となっている。そこで、生徒指導部や教務部などと連携して部活動のより

具体的な考え方を提示し、教職員にも一定の理解を得た上で、最終下校時刻の設

定の見直し、休養日の設定などを徹底してもらっている。
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また、学校では多くの会議が長時間にわたって行われることが多いが、その回

数や時間を見直している。事前に各分掌から意見を聞き取り、それらの内容を分

掌間ですり合わせるなど主幹教諭として調整を十分に行いながら、各分掌や校内

委員会等での検討（これも必要最小限にとどめるように努力している）を十分に

行うことにより、職員会議の回数を減らすだけでなく、時間そのものの削減に努

めている。

（３）喫緊の課題の解決に向けた取組

来年度から新学習指導要領が完全実施となる中で、学校は多くの新しい取組を

進めていく必要が出てきている。それらの取組を効率よく、スムーズに実施して

いくための校内委員会として、校長の指導の下、GIGAスクール構想推進委員会、

学習評価検討委員会、働き方改革推進委員会を立ち上げた。今後の学校運営にも

大きな影響を与える内容であるので、それぞれの委員会で論議される内容や方針

等を総括していく必要があるため、主幹教諭として各分掌との連携、調整を図り

つつ、分掌や委員会どうしを結ぶ役割を果たすよう取り組んでいる。

２ 成果および課題

学校が抱える諸課題は多岐にわたり、それらを解決しながら教育活動を前進さ

せていくため、主幹教諭の立場から絶えず教職員間や分掌間における意見のすり

合わせや調整に気を配り、それぞれの教職員がその能力を最大限発揮できるよう

な環境作りを心がけることで、「チーム学校」の実現に少しずつではあるが近づい

ている。また、新たに立ち上げた３つの校内委員会においては、特に学習評価検

討委員会での論議において中心的な役割を担っているが、そこに止まらず横断的

な観点でそれぞれの委員会の意見や方針をまとめていくことに注力している。

教職員の「働き方改革」については、特に教職員の意識改革も必要となってく

るが、まずは実効性のある具体的な取組から始めるようにしている。休養日への

理解を図ることと併せて、日々の最終下校時刻を弾力的に運用し、教職員の退勤

時刻を少しでも早めるように取り組んでいる。今後の取組の方向として、生徒の

最終下校時刻の設定に併せる形で、教職員の最終退勤目標時刻の設定にも取り組

めればと考えている。加えて、休憩時間をきちんと取得できるよう教職員への啓

発もしている。こうした取組をより有効性のあるものとするため、働き方改革推

進委員会での論議をこれまで以上に行い、教職員全体に理解されるように努めて

いく必要がある。

今後の課題としては、連携や意見の集約に注力するあまり主幹教諭として補佐

すべき管理職の判断や本校の教育活動自体を鈍らせることなく、スピード感を持

って取り組んでいくことが大切になってくると考える。
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中学校 学習指導の部（①）

臨時休業中に配信した授業動画について

広陵町立広陵中学校 教諭 山口 佳範

１ 実践内容

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国全ての小中高校と特別支援学校について

臨時休業となり、本校でも３月２日より臨時休業の措置をとることになった。その後、学

校再開の目途が立たず、子どもたちの授業時間が削られていく日々が続いた。

週に１度の登校日の際、来年受験を控えている３年生の子どもたちや保護者から、「こ

のまま休業が続いたら受験はどうなりますか。」、「家で取り組んでいる課題や今後学習し

ていく内容の予習で分からないところがあっても聞くことができず困っている。」など、

学習面での不安の声を多く聴いた。授業を受けられず、先が見えず不安に感じている子ど

もたち、さらにその子どもたちの姿を見て心配する保護者・地域の方々に向けて何か応え

ることはできないものかと考え、３年生の導入部分の授業動画を作成することとした。ま

た、本校と同じ思いをもっている北葛城郡内の各中学校でも同様の流れがあり、本校の生

徒に限定せず同郡内の小中学生を対象に授業動画を作成し配信することになりました。

動画を作成する上で、「子どもたちが一人で学習しても十分理解ができる」、「学校再開

後スムーズに授業ができる」、「復習・振り返りで活用できる」内容となるよう意識した。

また、視聴しやすいようにパワーポイントを利用し、スライド、アニメーション機能に

合わせて自身の声を吹き込む形で一つ一つの動画を作成した。次に、動画の構成について

は、１動画７～10分間とし、それを16回分作成した。１動画をこのように短くした狙いと

しては、長い休業期間で低下している集中力を懸念し、「短時間で実施することにより、

自分一人で視聴しても集中して学習できるように」という思いであった。さらに、説明部

分と問題演習・解説部分を一つの動画にせず切り離して、それぞれ短時間で伝えることと

した。説明部分では、教科書の内容を基本とし、丁寧に、より具体的に子どもたちに伝わ

るように工夫した。問題演習・解説部分では、教科書にある問題に取り組む前に、「説明

部分での内容をふり返ること」、「例題の説明」を確実に行い、スムーズに演習問題に取り

組んでいけるような構成とした。解説する場面では、解答のみを画面に映し出すのでなく、

出来ていないところに気づいてもらう為に問題の意図にあわせて、音声ありの解説と音声

なしで途中式を細かく載せる形の複数の解説様式を準備した。

作成した動画は、５月11日より一斉に同郡内の生徒の家庭対象に、各町のホームページ

を介して視聴できるようになった。そして、本町においては、ネット環境の普及状況から、

作成した授業動画をＤＶＤとし３学年全員に配付することに至った。

２ 成果及び課題

今回の動画作成は、当初よりコロナ禍の中で実施できなかった授業の代替措置としての

作成のみを目標とするのではなく、今後の授業やＧＩＧＡスクール構想にまでいきるもの

にすることを主たる目標として作成にあたった。
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つまり、授業改善である。今回の動画作成を一つの機会ととらえ、新学習指導要領の全

面実施に向け、「よくわかる授業」を目指し、授業力向上に努めた。具体的には作成した

動画は、生徒たちの集中力持続を考え、１時間の授業を10分程度の説明編と演習編の二つ

の動画に分けて作成した。そのため、短い時間で、身につけて欲しい力をどのように伝え

るかということが中心的な検討課題となった。こうした検討を重ねることで、「ねらい」

をより明確化することができた。

このことは、学校再開後の授業にも繋がり、毎時間、授業の最後に行う「振り返りシー

ト」において、「今日の授業は、よく分かった」で５を選択する割合が、昨年度までは、6

9.１％であったものが、今年度６月末時点で75.6％まで上昇したことで示されている。具

体的な感想としては、「今日の授業では、何を勉強しているのかがわかりやすくなった」「何

を使うと解けるのか分かった」や「みんなの意見を書いたり、自分の考え方を説明したり

して大変だった」などがあった。

また、解答の仕方についても、自分だけがわかるようなものではなく、少しずつではあ

るが動画での説明に倣って、図・表・グラフ等を使用したり、吹き出しをつけて考えを書

くなど表現力も向上してきたように考えている。今後は、さらに継続することで、「わか

る授業」を目指すとともに、模倣することで、生徒たちの「表現力向上」も目指したいと

考えている。この成果については、今年度、本町の中学２年生において実施した「広陵町

学力調査」での結果と来年度実施予定の全国学力・学習状況調査の比較をすることで実証

できると考えている。

３ その他参考となる事項

作成した学習支援動画は、動画配信サービスサイト「YouTube」においての限定公開の

形式をとった。詳細については、広陵中学校にお問い合わせいただきたい。【広陵中学校】

（TEL）0745-55-2243 （FAX）0745-55-7477

今日の授業を振り返って

　【今日の授業で分かったこと】　※質問や気になったことも書いてください。

終わり

 ⑧ 今日の授業は、よく分かった。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１

 ⑨ 分からないところは質問したり話を聞いて解消できた。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１

 ⑩ 家で復習することをチェックした。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１

授業中  ③ 宿題をしてきた。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１

（　　　）年（　　　）組（　　　）番 氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　  　）月　（　　　  　）日　（　　  　　）曜日

始　め
 ① チャイム着席ができた。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１

 ② 始まる前に授業の準備ができた。忘れものなし。 ５　　　４　　　３　　　２　　　１
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高等学校 生徒指導の部（②）

何度だって、またやればいい。生徒が自ら歩き出す一歩を目指して

～校内における教育相談システム構築の取組について～

奈良県立橿原高等学校 養護教諭 湊 葉子

１ 実践内容

赴任当初、保健室には心の健康問題を抱える生徒が多く来室してきた。身体症状を訴え

ているが、その背景には様々な心的ストレスが影響していると推測された。不登校や問題

行動につながり、深刻化することもあった。初めは保健室でストレスマネジメント教育を

行い、生徒自らのストレス対処能力の向上を目指したが、対応には限界があった。

保健室登校の生徒達は、人目を気にして保健室で他の生徒と出会うことにも多くのエネ

ルギーを消費していた。そのために、空き教室を探して別室登校できるように配慮はして

いたが、落ち着いて生徒と対応することができず、スクールカウンセラーに頼っている状

態が続いていた。

そこで、校内における支援室の設置、教育相談システムの構築が喫緊の課題であると考

え、生徒指導部と連携して取組を進めた。

（１）４種の異なる空間をレイアウト

平成30年度、保健室近くの１教室を「生徒支

援室」とし、不登校等の生徒が心安まる場を常

設した。別室登校を希望する生徒に対し「教職

員や友人が能動的に関わることができる場所」

を提供し、彼らを受け入れる体制を整えた。机

や椅子、衝立、ソファーの配置を工夫し、この

教室に４つの独立したスペースを作った。別室

登校としての活用だけでなく、例えば、教室で

授業を受けていても一人で弁当を食べている生

徒のランチルームとして、あるいは、ケース会

議や保護者との面談を行う場所としてなど、目

的に応じた環境が整えられ、自由に活用できる

空間となった。

（２）土台となる共通意識の明文化

令和元年度には「橿原高等学校特別支援教育推進方針」（以下「推進方針」という。）を

特別支援教育コーディネーター、生徒指導部長及び関係職員と連携して作成し、校内の教

育相談システムを明文化した。生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、それに応じた指導

及び支援を行うためには「土台となる共通意識」が必要と考えたからである。

「推進方針」により、特別な配慮・支援が必要な生徒の実態把握に努め、ケース会議を

通して情報共有及び分析を行い、具体的な支援方法を検討するシステムと考え方が構築さ

れた。ケース会議には、対象となる生徒に応じて関係職員が参加し、情報共有を行うとと

もに、校内だけでなく医療機関、スクールカウンセラー等から得た助言に基づき今後の対

＜生徒支援室レイアウト図＞
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＜生徒支援室（パーテーションなし）＞

応を話し合った。その話し合いの結果をもとに、学年主任、分掌長、教育相談係等で構成

される生徒支援特別委員会でさらに審議をすすめ、それぞれの生徒の支援の方向性を明確

にし、職員会議等で共有した。

これまでは「全教職員で特別支援教育を推進する」という漠然とした方針であったが、

個々の生徒の心身の状況に応じて、直接的な支援以外にも、最適な学習環境を整えること

で改善を促すことができる内容、個別の学習面での指導方法の工夫、生活面での配慮、生

徒支援室の活用、別室での授業時数の確保も加え、生徒の実態に合わせた対応ができるよ

うに教職員全体で確認することを進めた。また、確認事項が明確化されたことで、会議で

は効率よく共有化が図れるようになった。

２ 成果及び課題

「生徒支援室」設置により環境を整え、「推進

方針」により理念を明文化したことで、担任や関

係職員の関わりがより能動的になった。

一例を挙げると、昨年度は、登校はできたが

教室に入ることができない生徒が、第３学年で

２名いた。４月から「推進方針」の策定を進め

つつ、ケース会議や生徒支援特別委員会での審

議を重ねるうちに、担当学年の教員だけでなく、

多くの教職員の理解や協力を得るようになった。

この生徒らは、「生徒支援室」を居場所として個別に学習支援を受けたり、話を聞いても

らったりすることにより、徐々に笑顔を取り戻しエネルギーを蓄え、大学進学するまでに

成長した。ここで多くの教員と関わることで、認めてもらえる機会が増え、自己肯定感も

高まり、感情も安定していった。そしてこれらの取組の結果、実際に不登校生徒数が、平

成30年度から令和元年度にかけて約３分の２に減少している。

近年は、発達の特性や心理的要因等により学校生活で特別な支援を要する生徒が増えて

いる。しかも、生徒の状況に応じて支援する教職員の心身の負担も大きなものであり、学

校全体での関わりはビジョンを持って進めていく必要がある。本校では毎年スクールカウ

ンセラーによる教育相談の職員研修を行い、生徒や保護者と直接向き合う教員としての心

構えや支援の在り方を学んでいる。今後更に、様々な機会を通して全教職員がカウンセリ

ングマインドを醸成し、生徒と関わることができるようになればと思う。

また、不登校の生徒にとって居心地の良さを感じられる学校は、すべての生徒にとって

も居心地の良い学校であるとの視点からも、生徒支援室の活用を、予防・開発的な取り組

みとして推進していかなければならない。

生徒が成長するには長い時間がかかる。高校在学中という短期間で変わることができな

くても、支援や環境を整えることで生徒が自ら一歩を踏み出し、何度でも自己実現に向け

て挑戦する力を獲得してくれることを目指して、教育活動を続けていきたい。
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高等学校 特別支援教育の部(⑤)

高等学校における「通級による指導」について

奈良県立大和中央高等学校 人権・文化部

１ 概要

平成30年４月１日に施行された学校教育法施行規則の一部改正により、高等学校におい

て「通級による指導」が制度化された。大和中央高等学校では、県教育委員会から高等学

校における「通級による指導」に関する研究指定を受け、平成30年10月から３名を対象に

試行を開始し、平成31年４月から更に３名を加えて６名で本格的に実施した。令和２年度

においては、16名を対象に実施している。教育課程については、学校教育法施行規則第14

0条による特別の教育課程を編成し、年２単位で最大６単位修得可能としている。

（１） 校内体制

本校では、「通級による指導」を

特別支援教育の一環として位置付

け、社会適応や自立を目指して実施

している。通級推進委員会（兼特別

支援委員会）で個別の指導計画や次

年度の対象生徒を決定するが、構成

人数が20名を超えることもあり、協 図－１

議内容や課題に応じて迅速な動きが可能な５名程度の小規模チームを編成し、必要に応じ

て随時相談が可能な体制を構築している。（図－１）

（２） 対象生徒

対象となる生徒は、言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者、

注意欠陥多動性障害者、その他障害のある者で、特別の教育課程による教育を行うことが

適当な者のうち、平成25年10月４日付け文科初第756号「障害のある児童生徒等に対する

早期からの一貫した支援について（通知）」を踏まえ、本校では卒業後の生活を考慮して、

卒業が見込める２年次以上としている。対象生徒の選出方法は、１年次にチューターが実

態調査チェックシートを作成し、人間関係、心理面、自己管理にチェックがある生徒の中

から通級担当者と特別支援教育コーディネーターによって対象生徒を絞り込む。チュータ

ーは三者懇談において本人及び保護者から受講希望を聞き取り、その結果を踏まえて”セ

レクションチーム”により受講生徒の原案が作成される。この原案を元に、通級推進委員

会が受講者を決定し、指導計画等を作成する。

２ 実践内容

指導体制は特別支援学校と兼務する専任教員と、チューターや教科も指導している兼務

教員３名が担当している。生徒の多様なニーズに応えるため、１対１の個別指導（図－２）

を中心とし、特別支援学校の指導領域である自立活動を基に、以下のような生徒の実態に

応じて社会に出たときに必要な力を身に付けることをねらいとした内容を展開している。
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（１） 自己理解

自分の興味や関心、適正などを客観的に分析し、

特性や得意なことを生かす進路を考える。

（２） 認知機能強化トレーニング（ゴクトレ）

学習に対し、適切な支援を行いながら主体的に

学習を進めさせる。成功体験が自己肯定感につな

がり、主体的な学びとなる。

（３） ソーシャルスキルトレーニング

人が社会で他の人と関わりながら生きていくた

めに欠かせないスキルを身に付ける訓練。教員と一 図－２

緒に日常生活の一場面をロールプレイし、対処法等を学ぶ。

（４） 自己管理

忘れ物や遅刻が多い生徒にスマートフォンアプリや手帳を用いてスケジュール管理を行

い、予見する能力を身に付けさせる。

授業内容を多角的に検討するため、毎週１回専任教員を中心に授業担当教員が指導内容

や支援方法について意見を出し合い、生徒の障害に応じた教材作りや指導内容を検討して

いる。

３ 成果及び課題

これまで「通級による指導」を受講した生徒たちは、各自が自信を持って様々な事に取

り組むことができるようになった。それは、授業中の発言が一切なかった生徒が積極的な

発言や質問をするなどの変化が見られたことからもわかる。また、授業アンケートでは、

「この授業を受けると自分の得意なことと苦手なことを見つけることができ、自分の知ら

なかった部分を知ることができるから、他の人にも『この授業を受けて損はないよ。』と

伝えたい。」等の意見があった。保護者からは「（授業を受けてから）明るく社交的になっ

たように思います。（「通級による指導」を受けて）大変プラスになっているなと感じまし

た。」等の声が寄せられた。

昨年度までは１対１による個別指導を行い、個々の生徒に応じた指導が可能であった。

しかし、「通級による指導」を希望する生徒が年々増加しており、時間割編成や担当教員

の授業時間数の制限があるので、希望する生徒全員を指導するためには、少人数指導が必

要となる。そのための指導計画の作成や担当教員の配置等を検討することも必要である。

しかし、担当教員は、生徒の言動の裏に隠された本質を見極めて、正しく見立てる能力

や自立活動の観点を踏まえた指導内容の精選ができる能力が必要となる。今後は、その能

力を備えた人材確保と人材育成システムの構築が必要となってくると考えられる。

４ その他参考となる事項

○奈良県立教育研究所 平成30年度 プロジェクト研究Ⅳ

「多様な生徒の自立と社会参加に向けた高等学校における特別支援教育」

～生徒の主体的な取組を促す支援体制づくり～

http://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/21,2075,c,html/2075/H30kenkyusyuroku _A6.pdf
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特別支援学校 地域との連携・協働の部（⑥）

地域とつながる 豊かな未来を創る「交流及び共同学習」

奈良県立大淀養護学校 研究部「交流及び共同学習」

１ 実践内容

本校では、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築が叫ばれる以前

より、共に学び合う「交流及び共同学習」を学校間交流という形で進めていた。しかし児

童生徒の多くは、近隣の同世代との関係が希薄で、保護者も地域生活に孤独や不安を感じ

ていることが多かった。そこで、本来生活している地域とのつながりを求め、また、社会

性を養い豊かな人間性を育むことをめざして、学びの場を地域へ広げる「居住地校交流」

にも取り組むこととなった。

当初は保護者の願いを受け止める形で始めたが、より主体的・積極的な教育活動にする

ため、平成29年度からは、年度当初に双方の交流会でのねらいや目標を確認するなど、教

育課程上に位置付けることとなった。交流という側面だけでなく共同学習の視点を大切に

内容の検討を進め、また、相互理解が進み互いのつながりを深められるよう、直接交流の

時間だけではなく、教員間の事前事後のやりとりや児童生徒への事前事後学習の充実も図

っている。

（１）学校間交流

小学部と大淀緑ヶ丘小学校４年生との学校間交流は、平成４年度に始まった。長い歴史

の中で、直接交流までの事前の取組が充実してきている。年度初めには、互いの学校や児

童について伝え合い学び合うことを目的とした職員交流を実施し、本校の授業参観などを

通して、子どもたちの様子や本校の雰囲気を肌で感じ、特別支援教育への理解を深めてい

ただいている。また平成24年度より、相手校児童の事前学習のため本校教員が大淀緑ヶ丘

小学校を訪れ、「養護学校ってこんなところ、友だちにな

るために」など、障害の理解につながる話や交流会の活

動内容について、直接伝える機会を設けている。「体育は

どんなことするの？」「どんな遊びが好き？」など、児童

の素朴な疑問に直接本校教員が答えている。授業内容な

どに違いがあることや、趣味など自分たちと同じ部分もあることに気づけるような工夫も

している。

中学部と新庄中学校との学校間交流は直接交流として始まったが、近年は作品交流を通

してお互いのことを知り合い、理解を深めている。

高等部と大淀高等学校との交流会は、年１回の直接交流が貴重な学びの機会となるよう、

平成30年度より本校教員が事前に相手校を訪れ、「養護学校のこと、また、養護学校で学

ぶ生徒との関わり方について」などを伝えている。ビデオレターを交換し事前に互いの雰

囲気を知ることで、安心して交流会を迎えることができている。交流会では、高校生らし

く将来の夢や進路希望について語り合う時間を設け、本校生は現場実習の体験を語ったり、

大淀高校生からはアルバイトの様子について聞いたりなど、互いに刺激を受けながら相互

理解を深めている。そして令和元年度からは、本校教員が相手校の事後学習にも参加し、

交流会後の気持ちや価値観の変化などについて共有し深める機会としている。また、本校
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生たちは事後学習として、経験したことが今後の力になるように、「交流でできたこと、

楽しかったこと、気づいたこと」を言葉や文字等で表現する活動に取り組んでいる。

（２）居住地校交流

居住地校交流とは、本校児童生徒の各居住地校区の学校において、同級生と一緒に、授

業や行事、給食など学習活動を通して交流することである。保護者が交流校まで送迎し、

担任が引率している。

小学部では、年度当初に家庭訪問を実施し、保護者の願いや不安をしっかり受け止め、

本人及び保護者の希望に応じて相手校に依頼しており、１学年から実施するケースが多く

なっている。また平成30年度より、教員間の事後の話し合いには、共通のツールとして「振

り返りシート」を活用し、実施後の評価や課題の共有を進めている。さらにこのシートを

次年度の担当者事前打ち合わせで活用することで、より充実した交流へと発展させている。

中学部では、これまでの地域とのつながりを継続し、また、将来の豊かな地域生活につな

がることを願って取り組んでいる。思春期で、人との違いに敏感な時期だからこそ様々な

ことに気付けるよう、多様な活動を保障している。外部からの入学生にとっては小学校の

同級生との再会の場となるため、「大淀養護でがんばっている姿」を発表する時間を設け

るなど、内容の改善を図っている。

令和元年度は、小学校22校で延べ69回（本校児童の50％にあたる）、中学校６校で述べ

11回（本校生徒の13％にあたる）の実施となっている。

２ 成果及び課題

交流を希望する全ての児童生徒が居住地校交流に取り組めることは、本校として何より

の喜びで、インクルーシブ教育を推進するうえでも、大変意義は大きい。本校生は初めて

の人や場所への緊張は大きいが、相手校の児童生徒のまっすぐさや優しさに次第に心を開

き、もてる力を十分に発揮できるようになる。交流会後には、両校生から「また会いたい」

という声が聞かれる。登下校の際に挨拶を交わしたり公園で一緒に遊んだりなど、交流の

成果は地域生活の豊さとなって表れている。大淀高等学校では交流がきっかけとなり福祉

を志す生徒がいると伺っている。大淀緑ヶ丘小学校では特別支援教育に心が動き、大学で

学びを深め、本校の教員として着任した事例もある。交流会が未来を考える契機となって

いる。

地域によき理解者がいることは、地域での生活の豊かさにつながる。令和２年度は、感

染症対策として、オンライン交流の形での実施を試みている事例もある。社会の変化や状

況も見ながら、この取組が、障害のある人とない人とが共に生活する豊かな未来につなが

るよう、より一層の充実と発展につなげていきたい。

３ その他参考となる事項

奈良県立大淀養護学校 令和元年度研究紀要「実践と研究のまとめ 轍 」

Ⅴ 交流及び共同学習の取組 Ｐ39～Ｐ49
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小学校 学校教育の部（⑨）

「知る」から始め「知る」だけで終わらせないために

～「自分ができることを考える」ことにフォーカスした外国語教育～

奈良市立都祁小学校 教諭 中 陽佑

１．実践内容

2019年度、JICA関西が主催する教師海外研修に参加してルワンダを訪問した。そこで得

た知見を生かし、外国語科を核に他教科とも連携しながら、平和・防災・水をテーマとし

た取り組みを行った。

（１）平和（2019年度２学期）

ルワンダで1994年に起こった大量虐殺を取り上げ、かつて広島で起こった出来事は、世

界のいろいろなところで起こってきているのだということを６年児童に知らせ、平和につ

いて考えさせた。単元の前半では、ルワンダの文化や風習、子どもたちの生活について伝

え、ルワンダという国に親近感を持たせた。後半では、ルワンダで撮影した写真を通して、

現地の小学生にあたる児童が、平和についてどのように考えているのかを知らせた後に、

「自分たちにとっての平和とは何なのか」ということを考

えさせた。外国語学習としては、ルワンダの児童が英語で

書いた平和についての考えを読み取る活動も行った。最後

に、自分の考える平和について、伝えたいことを色紙や習

字で表し、互いに交流させた。また、色紙は他校の児童に

も見てもらい、児童自身がより平和の学びを深めることが

できるようにした。

（２）防災（2019年度３学期）

ルワンダでドローンを活用した血液の輸送を手掛けているアメリカのZipline社を取り

上げ、５・６年児童に、ドローンを活用して自分たちにできる国際貢献について考えさせ

た。まず、山が多くて道が悪いため、陸上輸送が難しいルワンダの現状を伝え、多くの人

が必要な血液が届かないために命を落としてきたという現状を伝えた。次に、その課題を

解消するために、ドローンを活用した取り組みがなされているということを知らせた。そ

の際、外国語学習として、Zipline社の創業者の英語インタビューの視聴をリスニング活

動に位置付けた。その後、実際にオーストラリアで起こっていた山火事を事例とし、ドロ

ーンを活用してどのような貢献ができるかを考えさせた。それを学級内で交流した後、ド

ローンが世界でどのように活用されているか、いくつかの国の事例を紹介した。

（３）水（2020年度１学期）

世界で見られる水問題、ルワンダが抱える水問題について授業で学習した後、ルワンダ

とオンラインで結び、現地の水の専門家から直接お話を聞かせてもらった。オンライン授
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業では、外国語学習として、英語で挨拶したり、時刻を尋ね

て現地との時差を学んだりする内容も組み入れた。さらに、

ルワンダの子どもたちが実際に水くみをして運んでいるもの

と同じ重さである20キログラムのボトルを用意し、児童にそ

の重さを体感させた。実際に自分たちが学習を進めていく中

で感じた疑問点を、直接水の専門家に質問して答えてもらい

解消する機会を持ったことで、それまでの学びが更に深まっていった。その後、「ルワン

ダの水問題に対して自分たちに何ができるか」と問いかけ、自分にできることを考え、習

字で表した。授業の中では、日本が世界の国々に対して行ってきている支援活動も紹介し

た。児童からは「これまでは知らなかったけど、日本も世界のためにたくさん貢献してき

ているんだな」という声も聞かれた。

２．成果及び課題

実践を進めていくうちに、児童が書く振り返りの文章量が増え、内容の深まりが見られ

た。平和の実践からは、「この授業を受けた今では、本当の戦争の悲しみ、恐ろしさが分

かったし、自分の今までの行動を見なおそうと思ったところもあった。」など、防災の実

践からは、「オーストラリアの山火事で、ドローンを使って、逃げられていない動物がど

こにいるかを探して助けたい。」など、授業で学んだことを受け止め、それらを生かして

考えを深めていっていることが読み取れた。また水の実践からは、「これからは水を大切

にして、蛇口から水が出たままになっていたら必ず閉めたい」、「将来、海外を支援する会

社に入って、ルワンダの水問題に貢献したい」など、今できることや将来自分が成長して

からやりたいことに言及する児童もいた。さらに、ルワンダを初めとした海外の事例をた

くさん紹介し、児童の目を広く世界にも向けさせることができたという点も本授業実践の

成果であると言える。課題としては、ルワンダで見て児童に伝えたいと考えていたことの

全てを伝えることはまだできていないという点である。今後はその点も踏まえて、さらに

使いやすい教材になるよう改善を進めたい。

３．その他参考となる事項

○2019年度教師海外研修報告書 「ルワンダ」

https://www.jica.go.jp/kansai/enterprise/kaihatsu/kaigaikenshu/report_kansai/ku5

7pq00000lst81-att/report2019_rwa01.pdf

○授業実施報告（JICA関西ホームページ）

・防災 https://www.jica.go.jp/kansai/topics/2019/200207_01.html

・水 https://www.jica.go.jp/kansai/topics/2020/200728_01.html

○木村裕・中陽佑「小学校の外国語活動における開発教育の実践事例の検討-実践を進め
るうえでの検討課題と取り組みのあり方に焦点をあてて-」『人間文化』（滋賀県立大学人
間文化学部紀要）49号、2020年、32-43頁。
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小学校 学校事務の部（⑧）

統合型校務支援システム導入による学校運営や勤務環境改善の取組について

生駒市立あすか野小学校 教諭 紙谷 淳司

１ 実践内容

将来の変化を予測することが困難な時代を迎え、人々が未来社会を創造的に生きようと

し、より社会づくりに参画するための資質・能力を学校教育でしっかりと育成することが

求められている。しかし、学校が抱える課題は複雑化・困難化しており、教職員の厳しい

勤務実態も明らかになっている。このような状況の中、統合型校務支援システムを導入す

ることとなり、実証研究校として４地域８校が指定された。生駒市の小学校からは本校が

実証研究校になり、先行して取り組む学校として市教育委員会や管理職と連携をとりなが

ら多くの問題点を洗い出し、改善し、後から続く学校の参考になるよう研究を進めた。以

下にその取組の概要を述べる。

（１）市教育委員会との連携

本校のエバンジェリストとして県の実証地域ワーキンググループに参加し、他の地域の

先生方と情報交換及び進捗状況を伝えあった。そうすることで、よりよい活用方法を見出

すことができたり、今後どのように進めていくべきなのかといった方向性を定めることが

できた。

学校に戻ってからは、このシステムの機能を熟知するために時間の許す限りパソコンと

向き合った。そうすることで今まで分からなかった新たな活用方法を見出すことができた

一方で、困難なこともあった。その部分については市教育委員会と毎日のように情報共有

を行い、よりよい解決方法を見つけ出すようお互いが努力した。そうすることによって見

つけ出した新たな活用方法は、先行している他の学校にも伝えられ、県全体で、より良い

運用方法を学び合うという組織作りができあがっていった。

また、市教育委員会を通じて、他市村の教育委員会や学校も視察に訪れた。本校の取組

を紹介する良い機会となるとともに、さらに研究を推進したいという意欲向上にも繋がっ

た。

（２）本校教職員への研修とサポート

システムを運用・活用していく中で考えられるいくつかの問題点をあぶり出した。それ

らを解決するために事前のデータ入力や新たなシステム理解が必要であったので、放課後

を用いて何度も校内研修を行う機会

を設けた。慣れない環境で右往左往

していまい、システムに対して教職

員が消極的になってしまうと困るの

で、一度の研修でたくさんのことを

伝えるのではなく、一つ一つ段階を

踏んで行う事にした。そのため、会

議や終礼の最後の短時間を活用し、

研修内容によりプリントで説明した

り、プロジェクターで映し出して説明したりして、実際に操作してもらった。

また、支援システムを活用することの利点を絶えず伝えるようにしたり、不得手にして
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いる教職員には個別に相談を受け、実際の操作を一緒に行ったりするなどのサポートを行

った。そうすることによって徐々にではあるが、「校務支援システムって便利なのかな」

と前向きに取り組んでもらえるようになった。

（３）管理職との連携

本校における働き方改革による業務の適正化を図り、限られた時間の中で教職員と児童

がしっかりと向き合う時間を確保するために、教職員の長時間勤務の解消及び教育の質の

維持向上を図る具体的な解決策について話し合ったり、共通理解を図ったりしながら支援

システムの運用についてどうあるべきかを考えた。その一つとしてグループウエアの活用

にも着手した。これまで行ってきた職員

朝礼を無くし、グループウェアに打ち込

まれた連絡事項を見て教職員一人一人が

学校のその日一日の動きを把握するとと

もに、児童への伝達や指導へのと役立て

た。そのことが児童と教職員相互の良好

な関係作りにも繋げることができた。

またその他にもアンケート・メッセー

ジ・掲示板・キャビネットなど様々な機

能を活用することで、事務作業の時間短

縮を図れるにようになったり、それまで

時間を割いてきた職員会議も短時間で終えられるようにもなった。活用する前の平成30年

度に９月から２月（※）の教職員の超過勤務平均時間が43時間ほどであったのが、活用を

始めた令和元年度には31時間ほどになり、約12時間もの削減につながった。

※平成30年９月から勤務時間管理が始まり、２月まで別のシステムを活用したことによる。

２ 成果及び課題

校務システムを活用することによって教職員の精神的・肉体的負担の軽減を実感してい

る。精神的な部分で考えると、時間のゆとりが心のゆとりになり、職員室に笑顔が増え、

学校全体が明るくなったように感じられる。

また、肉体的な部分では、教職員の校務にかかる時間が短縮されたことによって、周到

な授業準備を行うことができるようになったり、様々な補助により退勤時間が早まること

につながったりしたことで、自分のために使うことのできる時間が増えた。新たな気持ち

で校務に向かい合う姿や、児童と笑顔で接している教職員の姿が多く見られるようになっ

た。何より教職員と児童とがしっかりと向き合う時間を少しでも多く確保できたことは大

きな成果である。

今後も、さらに研修を重ね積極的によりよい活用方法を取り入れ、教職員の日々の校務

処理の負担を軽減し、よりきめ細やかな指導に役立ててもらえるよう努力したい。

３ その他参考となる事項

本校教職員向けに説明した資料については、生駒市立あすか野小学校、紙谷まで直接ご

連絡ください。
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小学校 学校教育の部（⑨）

へき地教育の活性化と充実のために

川上村立川上小学校 教諭 辻本 舞美

１ 実践内容

（１）研究の推進

平成３０年度に「特別の教科道徳（道徳科）」が始まることを受け、本校では研究主題

を『豊かな心をもち、たくましく生きる力を育む道徳教育～自他の考えを大切にし、「合

い」の力を高める授業をめざして～※「合い」の力…１．話し合う力 ２．認め合う力

３．深め合う力 ４．高め合う力』とすることで共通理解をした。令和元年度に研究主任

となった私は、これまでの言語活動を活性化させる取組やICTを活用した協働学習を応用

しながら、「合い」の力の向上に力を注いだ。

初めに、授業づくりや評価について学ぶ

校内研修を設けた。また、低学年・高学

年に分かれた部会を中心に授業の練り合

いで終わらず、普段の授業を参観し合っ

たり、放課後に模擬授業を行い合ったり

と、全教職員で意見交流ができるよう声

を上げた。そして、教師が「合い」の力

を実感するためにも、職員間で気軽に話

し合いができる雰囲気づくりを心がけた。

そのため授業研究の時には、研究協議も

盛り上がりを見せた。

また、言語活動を活性化させる取組として、全校の前で２分程度スピーチをし、そのス

ピーチの内容や仕方について意見を交流する「全校スピーチ」を進めてきた。また、学級

会や全校ミーティングの進行マニュアルや記録ノートを整え、話合い活動を充実させられ

るような資料を提供したり、他校との協働学習の進め方や場の設定を行ったりしてきた。

（２）特別支援教育コーディネーターとしての役割

小規模校であるがゆえ、職員の入れ替わりが激しいが、職員全体で全児童を見られる環

境にある。そこで、個別の教育支援計画と、個別の指導計画を「引き継ぎ」と「共有」を

重視したものへと作成し直した。そして、校内委員会や気になる児童について相談できる

機会を設定し、作成した計画類を活用するようにした。校内外で得た情報や児童への支援

・指導方法、それぞれの計画の内容について共有することで、同じねらいのもと、一貫し

た支援・指導を続けることができてきた。

また、必要に応じて他機関と繋がり、児童の実態に合わせた研修を年度初めに行うよう

にした。保育園や中学校・村教育委員会と連携しながら、体制整備と特別支援教育の充実

も図ってきた。専門の先生に様子を見ていただいたり、子どもたちや支援・指導の実態を

参観し合ったりするとともに、村内三校園と村教育委員会が集まって、情報交換会を行っ

たりもしている。
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（３）読書活動の充実

蔵書状態の悪いものの増加や、司書教諭や学校司書の不在による読書推進活動の停滞な

どが原因で、本校の読書状況は良いとは言えなかった。そこで、図書担当として読書状況

の改善を図った。

図書室の整備（図書目録の作成や

除籍、ラベルの貼り替えなど）、新刊

本の紹介から始め、学校図書館だよ

りの発行やイベントの開催、図書委

員会の協力を得ての学級文庫の充実

など、少しずつ環境を改善させ、読

書の良さを伝えることができた。児

童の意見を聞く場を増やしたり、教

育活動の中で本に触れる機会を設け

たりもできた。

村立図書館の職員とも連携し、並

行読書による学習の充実や児童からのリクエストに応えることに協力をいただいている。

年度末の読書アンケートで成果と課題を確認し、次へ生かすことも続けた。

２ 成果及び課題

研究の推進により、１学期と３学期に行った道徳アンケートでは、児童の道徳に関する

意識がたいへん良好であり、内容項目別に見ても良い結果が得られた。よりよい子どもた

ちの成長・授業・学校のために意見を出し合える雰囲気になり、研究協議や会議などで経

験年数などに関係なく意見交流ができた。児童の話合い活動も活発化し始め、話し方や聞

き方を工夫する姿も見られるようになった。今後は、日常生活に生かせる「合い」の力を

育むことが課題である。主体的・対話的で深い学び（考え・議論する道徳）の実現を目指

していきたい。

入級児童や気になる児童の実態と支援・指導内容について「引き継ぎ」と「共有」が行

いやすい体制を整えることができた。年度が変わり、担任・職員が変わってもスムーズに

進むことができている。特別支援教育について興味をもってくださった先生方がいらっし

ゃるので、研究により一層励み、専門的な知識を身に付け、情報提供できるようにしてい

きたい。

読書活動の充実のために取り組んだ６年間で、「読書が嫌い」と読書アンケートで答え

る児童が０人になった。また、１年間で100冊を超える本を読む児童が増え、学校図書館

の利用度も上がっている。引き続き、村立図書館や中学校・保育園とも連携した読書推進

活動を行っていきたい。
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中学校 学習指導の部（①）

社会科（地理的分野）における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

葛城市立新庄中学校 教諭 尾方 慎太郎

１ 実践内容

本校では授業研究が生徒の学習意欲等にどのような変化をもたらしているのかを把握

し、授業改善の点検軸とするために独自調査を実施している。平成29年調査では、設問の

一つ「話し合いの中で、自分の考えを深めたり、広げたりすることができた」に肯定的に

回答した生徒は、約50％にとどまっている。新学習指導要領の全面実施に向け、さらなる

深い学びを実現するため、１年生社会科の授業で生徒主体の課題解決型の授業実践を行っ

た。 本実践はその中の一つ「オセアニア州」の単元でのものである。

（１）主体的な学びの実現に向けての課題設定

生徒が主体的に学習に取り組めるように、各単元の始めに「課題把握（つかむ）」の場

面を設定した。本単元では、まず生徒の興味・関心を高めるため、グラフや映像資料を用

いて授業の導入を行った。その際、ＩＣＴ機器を活用し、オセアニア州の国旗全てを示し、

イギリスとの結び付きについて考えさせた。またラグビーにおける民族舞踊「ハカ」の迫

力ある映像を見せ、イギリスの支配が始まる前の先住民族についても紹介した。その上で、

1960年と2011年のオーストラリアの貿相手国を示したグラフを比較させ、生徒が感じた疑

問や気付きから本単元の課題を設定させた。その結果、「オセアニア州と他地域との結び

付きは、昔と現在でなぜ変化したのか」という単元を貫く問いを生徒から導き出すことが

できた。その問いに対する学習の見通しを持たせるために、問いに対する答えについて予

想したり、仮説を立てたりし、ペアで意見交流を行わせた。以後の授業では、この問いに

対して多面的・多角的に考察し答えを導き出すために、多くの映像資料やグラフを用いて

発問を行い、比較や検証を行った。

（２）対話的な学びを促すための工夫

課題に対する答えを、自己内対話やペア・班での積極的な対話から導き出すため、「課

題追究（調べる）」の時間を設定した。本単元では６つのテーマ「①オーストラリアへの

旅行者の国籍」「②オーストラリア人の旅行先」「③ オーストラリアへの留学生の国籍」「④

オーストラリアの輸入相手国」「⑤オーストラリアの輸出相手国」「⑥外国生まれのオース

トラリア人」を示し、アジア州との結び付きについて考えさせた。①～③については白地

図を用いて主題図を、④～⑥についてはそれぞれの変化が読み取れるように棒グラフを作

成させた。生徒たちは課題解決の中で「これはなぜこうなるの？」「だからグラフはこう

なるんだ」などと対話を重ねながら課題（グラ

フ等）を完成させていた。その後、学級全体で

の意見交流を行い、その資料を基に、課題把握

の場面で立てた予想や仮説を意識しながら発問

を投げかけ、考察させた。生徒自らが作成した

主題図を課題解決に用いることで地理的な見方

・考え方を育成することができた。
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（３）単元を貫く問いを通した深い学び

本単元の最後の時間に、単元を貫く問いに対する答えを考察する「課題解決（まとめる）」

の場面を設定した。まずはこれまでの振り返りを行い、オセアニア州を軸にアジア州やヨ

ーロッパ州についても各単元で使用したワークシートを使って既習事項の確認をした。そ

して、それぞれの単元で学習した事象を因果関係などで関連付けながら、問いに対する自

分の考えをまとめさせた。ワークシートには、アジア州との結び付きが増えた理由につい

て多面的に考察するため「オーストラリアと貿易相手国の位置関係」「オー ストラリアの

政治の変化」「アジアの国々の変化」「イギリスの変化」

の４つの視点を示した。そして個人記述、班、学級全体

での発表へとつなげた。その中で「オーストラリアから

はアジア州の方がイギリスよりも距離が近い」「オースト

ラリアは白豪主義を廃止し、多文化社会となった」「アジ

ア州の国々で工業化が進み、経済が発展した」「ＥＵの発

足により、イギリスはヨーロッパとの結び付きを強めた」

の生徒意見に着目し、本単元のまとめとした。

２ 成果及び課題

令和元年調査での上記設問における１年生の肯定的な回答は10ポイント上がり、約60％

となった。また入学当初と比較して、各単元のまとめを記述できる生徒数が大幅に増え、

その内容も資料を活用して根拠を示したものが多くなった。また、グループ活動において

も、自他の考えを比較し、共通点や相違点を軸に活発に意見交流を行う姿が見受けられた。

一方、自分の考えをまとめ、表現することを苦手とする生徒や、与えられた課題をこなす

だけにとどまっている生徒も一定数いる。それらの生徒に主体性を持たせ、深い学びを実

現することが今後の課題である。

今回は授業者が４つの視点を設定して単元を貫く問いに対して説明するにとどまった

が、今後は課題追究の過程や課題解決への取組において、生徒が新たな疑問を感じ、自ら

が立てた問いに対して追究することができる授業を構築していきたい。そのためには課題

解決の場面で、新たな問いにつながる資料を掲示したり、生徒が新たに感じた疑問や課題

について交流する場面の設定が必要であると考える。そのような取組を行うことで、社会

に見られる課題に主体的に関わり、思考し問い続ける生徒を育んでいきたい。

３ その他参考となる事項

オーストラリア基礎データ（外務省ホームページ）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/australia/data.html

オーストラリア統計資料（NHK for School)

https://www.nhk.or.jp/syakai/dcontent/unit002/jugyo/sec002/chap006/print2_2_6.pdf



- 27 -

高等学校 学校教育の部(⑨)

ICT教育の推進について

奈良県立平城高等学校 教諭 岩崎 洋明

１ 概要

本校は全校生徒707名、教職員57名の学校である。生徒は学習や部活動だけでな

く、様々な活動に関心を持つ生徒が多く、自己実現に向け日々努力している。理

科の教科主任として教科書の内容を越え、社会に根ざした学びの機会を企画、発

信し、「自ら学びはじめる力」を育成する事を目標として活動している。2020年度

より事前学習用に導入されたGSfE（G Suite for Education）の活用について研究

を行い、他の教員の活用推進を行った。また、2019年度よりエネルギー教育推進

事業の計画及び研究の担当者の中心としても活動している。

２ 実践内容

（１）GSfEの校内研修及び実践

本年度より導入されたGSfE等の研究担当チームのリーダーとして、事前学習用

としてのGoogle Classroomの利用、Google Formsのアンケートや小テストへの利

用について、平城高校にとって効果的な活用方法の研究を行った。在宅教育期間

中の生徒と担任のコミュニケーションツールとしてのGSfEの利用方法や教科での

確認テストの利用方法を各教員にわかりやすく示すとともに、情報リテラシーに

関わる面も考慮した校内研修を行った。導入時は、利用にあまり積極的で無かっ

た先生方に対し、担当チームで利用方法や実践例を示すことによりGSfEの利用を

広めることができ、教職員のICTに関する意識の向上を図った。

（２）校内のICT環境の整備及び活用の実践

教職員によるICT機器の活用推進のため、

各教室におけるスクリーンやプロジェクタ

ー、書画カメラの設置など、ICT環境の整備

を行った。また、このようなICT機器の活用

例を示すために、担当している授業におい

てiPadやAppleTVなどICT機器を積極的に利

用した授業を公開し、利用方法を広めるた

めの研修会を行った。例えば、黒板に板書を 図１ プロジェクター常設教室

するのではなく、アプリを利用してスクリーンに板書内容を示すことにより、板

書時間を削減し授業を効率的に進める展開例や以前の授業で板書した内容や教科

書の一部を表示することにより、授業内容の振り返りから、生徒の授業理解を高

める方法を示すなど、校内のICT機器の活用推進を行った。
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（３）ICT機器を活用したエネルギー教育推進事業

本校では、実験・観察を通して体験的にエネルギー

について学習し、自ら課題を見い出し、これからの社

会における科学技術と人間との関わり、持続可能なエ

ネルギーの確保について考察する力を養うことを目的

としたエネルギー教育推進事業を行っている。第１学

年では基礎的なエネルギーについて学習を行っている。図２ 大学の先生による講演会

実験・観察において、動画を用いた説明や計算ソフトを用いたデータ処理を行う

事により、基礎的なエネルギーについての概念を身につけさせることができた。

また、第２学年では、ICT機器を用いた授業だけでなく、大型放射光施設Spring-

８、X線レーザー施設SACLAの施設見学や、大学教授による太陽光発電及び新エネ

ルギーに関する講演会など、より専門的なエネルギーに関する学習を行っている。

新エネルギーに関して学ぶ機会が「自ら学びはじめる力」を養うきっかけとなり、

理科全般に関しての興味・関心を引き出すことができた。また、実際に大学で行

っている研究について講義を受けることで、身近なエネルギーに触れるきっかけ

となり、生徒一人一人の進路選択の幅を広げることができた。今年度は新型コロ

ナ感染症対策のため、施設見学等が難しい中、動画での授業だけでなく、ICT機器

を用いた遠隔講義等も考慮しながら進めている。

３ 成果及び課題

ICT機器活用とGSfEの研究及び校内研修は、各教職員が積極的にICT機器の利用

に関わる機会となり、プロジェクターや視聴覚室の利用率が飛躍的に向上した。

また、授業においてICT機器を活用した結果、顔をあげたまま話を聞く生徒が増え、

伝えたい内容を視覚聴覚の両方の面から伝えることができた。様々なアプリケー

ションの活用方法を示すことにより、教職員間でICTの活用方法や黒板と共にどの

ように活用するかなど、話し合う機会が増えた。この事は、それまでICT活用が苦

手であった教員が、ICT機器を用いた活用について考えるきっかけとなった。夏期

休業中に実施した授業アンケートの結果では、ICT機器を活用したエネルギーに関

する授業に対しての評価や満足度が高かった。今後は、まだ不足しているICT環境

の整備を進めるとともに、ほかの教員が気軽にICT機器やGSfEを活用できるような

体制を構築する必要性がある。今後も役立つアプリケーションの紹介やGSfEの活

用方法等の研究を続け、教育におけるICT機器の活用を広めていきたい。
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高等学校 学習指導の部（①）

新たな時代に向けた教育の模索について

奈良県立西の京高等学校 教諭 冨田 晋吾

１ 実践内容

Society5.0において「どのような時代の変化を迎えるとしても、知識・技能、思考力

・判断力・表現力をベースとして、言葉や文化、時間や場所を越えながらも自己の主体性

を軸にした学びに向かう一人一人の能力や人間性」が求められている。その結果、「一斉

一律の授業スタイルの限界から抜け出し、読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ、

個人の進度や能力、関心に応じた学びの場となる」ことが学校に求められている。つまり、

受動的に知識を吸収し、テストでアウトプットしていく力ではなく、現状を分析し、考え、

行動できる力を育てていくことが大切だと思われる。そのことを踏まえ、奈良県の高校生

たちが実際の社会や生活で生きて働く知識及び技能を用いて、未知の状況にも対応できる

”思考力、判断力、表現力”等を身につけ、学んだことを社会や人生に生かそうとする”

学びに向かう力、人間性”等を育んでいけるよう、様々な指導方法を模索してきた。アク

ティブラーニング研究や、GISの活用方法の研究などはこの取組みの一環である。

勉学に対して苦手意識をもつ生徒は、学習に対して無意識的に無気力になってしまう傾

向がある。「自分は勉強をしても意味がない、どうせわからない」等、マイナス思考のス

パイラルに陥りやすい。だが、アンケートを実施した結果、「先生の説明を理解できるよ

うになりたい」と意欲的な回答をもつ生徒が多く存在することが示された（表1参照）。他

にも「ICT機器を使って視覚的に学びたい」や「友達と相談しながら学びたい」という質

問項目の平均値は高く、逆に「一人で勉強するのが好きだ」の数値は低くなっていること

から、主体的学習の重要性が考えられる。以上のことから、調べ学習を取り入れた学習が

必要と考え、アクティブラーニングの研究に取り組み、研究改善を行った。実践例として

は、生徒たちが”ルネサンスの成立”について、文化史の分野だけで無く政治史や外交史、

社会経済史などの関連性に

ついてグループ内で意見交

換を行い、多面的・多角的

に考察させた。各グループ

は、集約した意見をもとに、

歴史的内容が書かれた数枚

のマグネットシートを用い

て根拠を示しながら発表を

行い、他のグループはその

発表の内容で、根拠が曖昧

で納得できない部分は再度調べ直し、意見交流を積み重ねた。この意見交流により、生徒

たちは、主体的で対話的な”深い学び”を行うことができた。

2019年度からは次期学習指導要領に組み込まれる『地理総合』の研究に取り組んだ。20

22年度より『地理総合』は必履修科目となることから、アクティブラーニングとICT機器

を取り入れたGIS教育の在り方を模索し、教材や指導案等を奈良県の地歴公民科の先生方

に提案している。また、本校では、“日本のふるさと奈良”の歴史・文化を学習し、国際

表１ 歴史の学習に関する質問紙調査結果（第１回[６月]）N=187
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社会に貢献できる人材育成を目的とした「地域創生コース」が設置されている。学校設定

科目『地域学入門』や『課題研究』において、今までとは異なり、ICTの活用方法を教え

ている。ウェブ上で現代や過去の地図の比較ができることを生徒たちに伝えたり、国土地

理院地図（Web版）を活用して３Ｄ地図を作成し、学校周辺の地域がどのような土地なの

かを調べる方法を伝えたりしている。（図１参照）

その上で、防災の視点からどのような施設が必要

なのか、どのような発展をしていくべきか、地域

の諸問題について生徒たちが話し合い、思考を深

めていけるような学習を行った。このことは、生

徒たちに主体的に深い学びを促すためのものであ

り、議論、検討する力を育成することになった。

また、地域に関心をもつことは、地域の魅力発信

につながると考える。高校地理教育の新たな取組

みに向けて、日々の授業に活用できるような教材

の開発・指導方法の研究に励み、本校だけでなく奈良県の地歴公民科の先生方に広がるよ

うな活動を継続していきたい。

２ 成果及び課題

成果としては、教員への研究発表・教材研究を通じて、アクティブラーニングとICTを

活用したGIS教育を県内の地歴公民の先生方に広げることができた点があげられる。また、

生徒たちは、誰もが自由に柔軟な思考をもっているが、多くの生徒が自分の才能に気づか

ず、苦手意識が強すぎるが故に、勉学をしようとしないように感じられる。自分でもやれ

ばできるのだと気づいた生徒が、主体的に学ぶことで自信を持って授業に臨めると思う。

実際、積極的に問題を設定し、調査し、発表を行った生徒からは、「今まで自分は勉強な

んてできないと思っていた。でも、調べたり、まとめたりしたら勉強って面白いことがわ

かった。」といった感想が述べられている。私は、生徒たちが意見交流を積み重ねること

により、興味関心を引き出し主体的で深い学びを実現するためには、教師がゆとりをもっ

て”待つ”ことが大切だと考えた。

課題としては、様々な研修から得られた知識・技能を、他校の教員と共有する手段が少

ないのではないかと思う。現在、奈良県はGoogle Class roomを導入し、ICT教育に力を注

いでいる。この機会を活用し、生徒たちが苦手意識を克服し、楽しみながら取り組めるよ

うな授業事例を、学校間のみならず、校種を超えて共有できるシステムの構築をしていく

必要があるのではないかと考えている。様々な立場の先生方が相互につながり交流するこ

とは、対話的で深い学びを指導していく上で有意義なことと考える。新たな時代に向けた

教育としてICTの活用方法を深く学び、先生方と協働し、より良い授業のあり方を模索し

ていきたい。その場を設け、深い学びのモデルを作ることが今後の課題であり目標である。

３ その他参考となる事項

2020年10月、ベネッセ教育総合研究所『VIEW21』（10月号）

2020年8月、ベネッセ教育総合研究所『VIEW21』（8月号）

図１ GISを用いた授業


